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Loss Prevention Circular 

水煙消火装置の不作動に起因する拘留の頻発 
 

 

 
 

 

こちらは、英文記事「LP Circular No.01-15: Inoperative water mist systems - a frequent cause of detentions」（2015年 2月 12

日付）の和訳です。2015年 8月 1日付の更新が反映されています。 

 

水煙消火装置は、試験においてだけではなく、数多くの船舶火災現場においても、実際に火災抑止効果があるこ

とを実証してきました。しかし、必要な時にすぐに水煙が放出されないと効果的な消火は行えません。したがって、

機関室が無人になる際は、局所式水煙消火装置の設定を必ず「自動」にしておく必要があります。 

 

マーシャル諸島共和国（RMI）の海事管理局が最近発表した Marine Safety Advisory (MAS) No.1-15 の中に、

水煙消火装置の不作動が原因で、米国の港で拘留される外国籍船が増加しているとの記述がありました。2013

年にも同様の警告が RMI から出されましたが、拘留に至る原因のほとんどが、水煙消火装置の供給弁が閉まった

ままであったか、手動起動モードになっていたことによる装置の不作動にあることは、その当時も今も変わっていま

せん。1 

 

自動作動機能を必要とする水煙消火装置を手動モードに設定すると、センサーと警報装置が連動せず、装置のク

イックレスポンス機能は無効化されてしまいます。水煙消火装置が設置された場所に誰もいなければ、消火に時

間を要し、延焼する可能性が高まるなど、装置の効果が低減してしまうおそれがあります。 

 

 

取り締まりの背景 

 

船内の機器類の設置場所は、火災リスクが特に高い場所です。こうした火災リスクから保護するため、機関室、ボ

イラー室などの機器類が設置されたリスクの高い場所は、固定式消火装置（SOLAS Reg. II-2/10.5）を用いて防

護する必要があります。水煙消火装置は、ガス系消火剤との比較において、無害な水を使用し、環境に優しいこと、

利用しやすいこと、機器や構造物を冷却する効果が期待できることなど、明らかな利点があるものの、多くの船舶

の機関室では今も二酸化炭素がよく使われています。2 

 

しかし、2002 年から、機関室の容積が 500 m3を超える場合、固定式の水系またはこれと同等の局所消火装置

も備えなければならないという要件が導入されています（SOLAS Reg. II-2/10.5.6）。3 この種の局所消火装置を

設置する目的は、エンジンの停止や、人員の退避、あるいは火元の閉鎖などの措置を講じなくても、船員と機器類

を迅速に保護できるようにすることにあります。水煙消火装置は正にこの目的で使用されるものです。機関室が定

期的に無人になるような場合には、局所水煙消火装置を自動でも手動でも作動できるようにしておく必要がありま

す。 

 

  

                                                 
1 米国沿岸警備隊が発表した 2013 年 12月 6日付の「Marine Safety Information Bulletin (MSIB No. 41-13)」も併せてご参照くだ

さい。 
2 Loss Prevention Circulars No.02-12「機関室における火災予防」および No.06-12「固定式二酸化炭素消火設備：放出の遅れに

よる被害について」をご参照ください。 
3 500総トン以上の客船および 2000 総トン以上の貨物船に適用されます。 

http://www.gard.no/ikbViewer/web/updates/content/20812244/no.01-15:-inoperative-water-mist-systems-a-frequent-cause-of-detentions
http://www.uscg.mil/msib/docs/041_13_12-6-2013.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651289/Gard%20LPC%20Fire%20prevention%20in%20engine%20rooms.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651289/Gard%20LPC%20Fire%20prevention%20in%20engine%20rooms.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20733345/06-12%20Fixed%20CO2%20fire-extinguishing%20systems%20-%20consequences%20of%20delayed%20release.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20733345/06-12%20Fixed%20CO2%20fire-extinguishing%20systems%20-%20consequences%20of%20delayed%20release.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20733614/06-12_Fixed_CO2_fire-extinguishing_systems_-_consequences_of_delayed_rel%20%20%20_jp.pdf
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助言 

 

船舶と乗組員を十分に保護するため、以下の点にご留意ください。 

 

 機関室が無人になる場合には、固定式水系局所消火装置を自動モードに設定し、装置が確実に作動するよう

にするための適切な対策を立て、本船の安全管理システムに組み込むようにしてください。 

 固定式水系局所消火装置の巡回点検を頻繁に行ってください。その際、重要な消火設備はすぐに使用できる

状態にしておくことの必要性を既存・新人両方の乗組員に理解させるための適切な標示がなされていることを

確認してください。また、弁の向きに注意を払うようにしてください。 

 火災予防機器の保守点検に関する IMOの改正ガイドラインに注意を払ってください（MSC.1/Circ.1432 お

よびその修正 MSC.1/Circ.1516）。例えば、水煙消火装置については、ポンプユニットの弁の位置の点検

を毎週、制御弁、ポンプユニットの弁と選択弁が適切な開閉位置にあることの確認を毎月、実施すること

が推奨されます。 

 

 

固定式水煙消火装置の保守点検チェックリスト 

 

固定式の水煙消火装置、水噴霧消火装置、スプリンクラー消火装置の保守点検に関する IMO 勧告の概要を以

下にご紹介します。ただし、製造者、船級協会、旗国政府が、別途、より厳しい要件を定めている場合もありますの

で、ご注意ください。 

 

原則として、すべての点検は、装置製造者の説明書や安全注意事項に従って実施してください。消火装置の保守

点検や試験の実施中は、一時的に代替装置を用意するなどして、同等の水準の安全が確保できるように適切な

手配を行ってください。 

 

週次点検- MSC.1/Circ.1432, Ch.4.7: 

1. すべての制御盤表示と警報装置が作動することを確認 

2. ポンプユニットと付属品を目視で点検 

3. ポンプユニットの弁がロックされていない場合、適宜、弁の位置を確認 

 

月次点検 - MSC.1/Circ.1432, Ch.5.4: 

1. すべての制御弁、ポンプユニット弁、選択弁が適切な開閉位置にあることを確認 

2. スプリンクラー用圧力タンクやその他の装置の水位が適正範囲にあることを確認 

3. すべての自動始動式ポンプの自動始動装置の試験 

4. すべてのスタンバイ圧力計と空気／ガス圧力計の圧力が適正範囲にあることを確認 

5. 選択弁の抜き取り機能試験と警報起動の確認 

（注: いずれの弁も試験間隔が 1年を超えないように、試験対象の弁を選択する） 

 

四半期点検 – MSC. 1/Circ.1432 とその修正 MSC.1/Circ.1516, Ch.6.5.: 

1. 製造者の推奨に従って、ヘッダータンクおよびポンプ内の水質を点検 

 

  

http://www.gard.no/Content/21447475/MSC1_Circ%201432.pdf
http://www.gard.no/Content/21447476/MSC1_Circ%201516.pdf


本情報は一般的な情報提供のみを目的としています。発行時において提供する情報の正確性および品質の保証には細心の注意を払っていますが、Gard は本情報に依拠することによって生じるいか

なる種類の損失または損害に対して一切の責任を負いません。 

本情報は日本のメンバー、クライアントおよびその他の利害関係者に対するサービスの一環として、ガードジャパン株式会社により英文から和文に翻訳されております。翻訳の正確性については十分な

注意をしておりますが、翻訳された和文は参考上のものであり、すべての点において原文である英文の完全な翻訳であることを証するものではありません。したがって、ガードジャパン株式会社は、原文と

の内容の不一致については、一切責任を負いません。翻訳文についてご不明な点などありましたらガードジャパン株式会社までご連絡ください。 
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年次点検- MSC.1/Circ.1432 とその修正 MSC.1/Circ.1516, Ch.7.5: 

1. 各セクションについて、試験弁を使用して、水煙消火装置、ウォータースプレー消火装置、スプリンクラー

消火装置のすべてが適切に動作することを確認 

2. すべてのアクセス可能な部分について適切な状態にあることを目視で確認  

3. すべての高圧シリンダーの外観点検を行い、損傷や腐食の兆候を確認 

4. すべての高圧シリンダーの水圧試験日を確認 

5. すべての固定装置の可聴警報および可視警報について試験 

6. 適切な圧力、流量についてすべてのポンプの流量試験 

7. 適切な凍結防止について凍結防止装置の試験 

8. 他の水供給元からの接続部について適切に動作することの試験 

9. 装備されている場合、すべてのポンプの安全弁が適切にセットされていることを確認 

10. すべてのフィルター／ストレイナーを点検し、残屑や汚れのないことを確認。 

11. すべての制御弁／選択弁が適切な位置にあることを確認 

12. ドライパイプシステムの放出パイプに乾燥した圧縮空気または窒素ガスを吹き込む試験またはその他の方

法により、配管とノズルに何も詰まっていないことを確認。これにはノズルの取り外しを必要とする場合あり。 

13. 必要な場合、非常電源への切り替え試験 

14. すべてのスプリンクラーについて、特にスプリンクラーが過酷な環境に晒されている場所（サウナ、スパ、調

理室など）、物理的な損傷を受けやすい場所（手荷物取扱所、ジム、遊戯室など）を重点的に目視で点

検。いずれのスプリンクラーも試験間隔が 1年を超えないようにする。塗装も含めて明白な外的損傷のあ

るスプリンクラーは、交換しする。その場合、下記 17.で挙げる数量としては含めないこと。 

15. 換気ダクト、パイプ等付近の障害物など、システムの作動に支障をきたす変化がないことを確認 

16. ノズルに通水し、オープンヘッドの水煙消火装置の少なくとも 1区画の通水試験を実施。いずれの区画も

試験間隔が 5 年を超えないように、試験対象の区画を選択する。 

17. MSC.1/Circ.1516内のフローチャートに従って、自動スプリンクラーまたは自動水煙ノズルの作動試験

（注：必要となる試験の内容は自動スプリンクラーの使用年数や初期の試験にて確認されたシステムの全

体的状況による） 

18. 上記 17.記載の自動スプリンクラーのヘッドやノズルの基本的な試験において、または拡張試験が適用さ

れるのであればそれにおいても、各パイプ区画に対応する水質の試験（注：スプリンクラーの試験が不合

格の場合、その時点での該当水質を査定することは、不合格原因の決定に役立つと思われる） 

 

5年点検 - MSC.1/Circ.1432 とその修正 MSC.1/Circ.1516, Ch.9.3: 

1. RO-ROデッキの配管の清水によるフラッシングおよびエアパージ 

2. すべての制御弁／選択弁について内部検査を実施、および、過去 5年間で、上記の年次点検

Ch.7.5.18に記載のパイプ区画水質試験が行われていないのであれば、その試験 

3. バッテリーの状態を点検し、製造者の推奨に従って交換 

4. 各区画において排水・流水後に貯水を行う場合、水質は製造者の推奨に適合していること。新たに貯水

された水の試験をし、将来の各区画の水質観察に役立つ参考基準値として記録 

 

10年点検 - MSC.1/Circ.1432 とその修正 MSC.1/Circ.1516, Ch.10.2: 

ガスシリンダーおよび水圧シリンダーついて、旗国政府のガイドラインに従った水圧試験および内部点検を実施。旗

国政府のガイドラインがない場合は、EN 1968:2002 +A1 に従って実施 

 


